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閲覧事項の
管理の方法
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備考 1

備 考

閲覧の際には、公職選挙法施行規則第３条の２第４項の規定により、閲覧者全員の国又は地方公共

者であるかどうかの確認をするために選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする申出書の様式である。

この様式は、法第２８条の２第１項の規定により、選挙人が、特定の者が選挙人名簿に登録された

者で支援措置を講じている者を含まない申出であるとみなします。

特段の申出がない限り、閲覧対象に、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害

本人確認のため適当と認める書類（年金手帳等）の提示が必要です。

団体が交付した当該閲覧者の写真がはりつけてある書類（マイナンバーカード等）、又は選挙管理委員会が

閲覧対象者

2 「申出者」欄には、申出者の署名その他の措置を行わなければならない。

住所

閲覧事項の
利用の目的

3
閲覧者の氏
名及び住所

1 活動の内容

2

（公職選挙法施行規則第三条の二関係）

（電話番号）

（閲覧対象者の氏名、住所を記載するとともに、当該者と申出者との関係について、〔本
人〕〔同居人〕〔その他〕の別を記載すること。）

第四号様式の二の二（登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式）

（管理体制や廃棄の時期、方法等について具体的に記載すること。）

　申出者と同じ

（できる限り具体的に記載すること。）

　登録の確認

　下記のとおり、５に記載する者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため、選挙人名
簿抄本を閲覧する必要がありますので、閲覧の申出をします。

選挙人名簿抄本閲覧申出書（登録の確認）

その一

別府市選挙管理委員会委員長　あて

　　　　年　　　　月　　　　日

申出者 氏名


